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平

成

二

十

四

年

第

三

回

六

戸

町

議

会

定

例

会

会

議

録

（

第

一

号

）

 

 

開

 
 

 
会

 

平

成

二

十

四

年

六

月

八

日

 

午

前

十

時

 

 

出

席

議

員

 

（

十

二

名

）

 

 
 

 
 

一

 
 

番

 
 

 
 

杉

 
 

 

山

 
 

 

茂

 
 

 

夫

 
 

 
 

 
 

 

二

 
 

番

 
 

 
 

附

 
 

 

田

 
 

 

輝

 
 

 

雄

 

 
 

 
 

三

 
 

番

 
 

 
 

久

 
 

 

田

 
 

 

伸

 
 

 

一

 
 

 
 

 
 

 

四

 
 

番

 
 

 
 

高

 
 

 

坂

 
 

 
 

 
 

 

茂

 

 
 

 
 

五

 
 

番

 
 

 
 

下

 
 

 

田

 
 

 

敏

 
 

 

美

 
 

 
 

 
 

 

六

 
 

番

 
 

 
 

川

 
 

 

村

 
 

 

重

 
 

 

光

 

 
 

 
 

七

 
 

番

 
 

 
 

河

 
 

 

野

 
 

 
 

 
 

 

豊

 
 

 
 

 
 

 

八

 
 

番

 
 

 
 

円

 
 

 

子

 
 

 

徳

 
 

 

通

 

 
 

 
 

九

 
 

番

 
 

 
 

母

 

良

 
田

 
 

 
 

 
 

 

昭

 
 

 
 

 
 

 

十

 
 

番

 
 

 
 

山

 
 

 

本

 
 

 
 

 
 

 

実

 

 
 

 
 

十

 

一

 

番

 
 

 
 

金

 
 

 

崎

 
 

 

盛

 
 

 

三

 
 

 
 

 
 

 

十

 

二

 

番

 
 

 
 

苫

 

米

 

地

 
 

 

繁

 
 

 

雄

 

 

欠

席

議

員

 

（

な

 

し

）

 

 

地

方

自

治

法

第

百

二

十

一

条

の

規

定

に

よ

り

、

説

明

の

た

め

出

席

し

た

者

の

職

氏

名

 

 
 

 
 

町

 
 

 
 

長

 
 

吉

 
 

 

田

 
 

 
 

 
 

 

豊

 
 

 
 

 
 

 

副

町

長

 
 

保

 

土

 

澤

 
 

 

正

 
 

 

教

 

 
 

 
 

総

務

課

長

 
 

坂

 
 

 

本

 
 

 

定

 
 

 

美

 
 

 
 

 
 

 

企

画

財

政

課

長

 
 

保

 

土

 

沢

 
 

 

博

 
 

 

昭

 

 
 

 
 

税

務

課

長

 
 

棟

 
 

 

方

 
 

 

晃

 
 

 

祥

 
 

 
 

 
 

 

産

業

課

長

 
 

松

 
 

 

村

 
 

 
 

 
 

 

茂

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

建

 
 

 
 

設

 

 
 

 
 

町

民

福

祉

課

長

 
 

保

 

土

 

沢

 
 

 

定

 
 

 

一

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

下

 
 

 

田

 
 

 

正

 
 

 

幸

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

下

水

道

課

長

 

 
 

 
 

病

院

事

務

長

 
 

田

 
 

 

中

 
 

 

茂

 
 

 

樹

 
 

 
 

 
 

 

会

計

管

理

者

 
 

山

 
 

 

本

 
 

 

晃

 
 

 

広
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教

育

委

員

会

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

長

 
 

 

根

 
 

 

富

 
 

 

栄

 
 

 
 

 
 

 

教

育

長

 
 

櫻

 
 

 

田

 
 

 

泰

 
 

 

弘

 

 
 

 
 

委

 

員

 

長

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

農

業

委

員

会

 

 
 

 
 

教

育

課

長

 
 

川

 
 

 

村

 
 

 

政

 
 

 

則

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

金

 
 

 

渕

 
 

 

盛

 
 

 

一

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

会

 
 

 
 

長

 

 
 

 
 

農

業

委

員

会

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

選

挙

管

理

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

松

 
 

 

村

 
 

 
 

 
 

 

茂

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

高

 
 

 

橋

 
 

 
 

 
 

 

司

 

 
 

 
 

事

務

局

長

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

委

員

会

委

員

長

 

 
 

 
 

選

挙

管

理
 

  
 

 
 

委

 

員

 

会

 
 

坂

 
 

 

本

 
 

 

定

 
 

 

美

 
 

 
 

 
 

 

代

表

監

査

委

員

 
 

米

 

内

 

山

 
 

 
 

 
 

 

功

 

  
 

 
 

事

務

局

長

 

 
 

 
 

監

査

委

員

 

  
 

 
 

事

 

務

 

局

 
 

田

 
 

 

中

 
 

 

義

 
 

 

喜

 

  
 

 
 

事

務

局

長

 

本

会

議

に

職

務

の

た

め

出

席

し

た

者

の

職

氏

名

 

 
 

 
 

事

務

局

長

 
 

田

 
 

 

中

 
 

 

義

 
 

 

喜

 
 

 
 

 
 

 

事

務

局

次

長

 
 

畠

 
 

 

山

 
 

 
 

 
 

 

豪

 

 
 

 
 

主

 
 

 
 

幹

 
 

畠

 
 

 

山

 
 

 

正

 
 

 

子

 

 

議

事

日

程

 

 
 

 
 

日

 

程

 

第

 

一

 
 

会

議

録

署

名

議

員

の

指

名

 

 
 

 
 

日

 

程

 

第

 

二

 
 

会

期

の

決

定

 

 
 

 
 

日

 

程

 

第

 

三

 
 

諸

報

告

 

 
 

 
 

日

 

程

 

第

 

四

 
 

産

業

民

生

常

任

委

員

会

付

託

案

件

の

委

員

長

報

告

及

び

採

決

 

 
 

 
 

日

 

程

 

第

 

五

 
 

提

出

議

案

の

一

括

上

程

（

町

長

の

提

案

理

由

説

明

）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

議

員

提

出

議

案
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会

議

に

付

し

た

事

件

 

 
 

 
 

議

事

日

程

に

同

じ

 

 

会

議

録

署

名

議

員

の

氏

名

 

 
 

 
 

十

 
 

番

 
 

 
 

山

 
 

 

本

 
 

 
 

 
 

 

実

 
 

 
 

 
 

 

十

 

一

 

番

 
 

 
 

金

 
 

 

崎

 
 

 

盛

 
 

 

三
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会

議

の

経

過

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

ご

起

立

願

い

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

お

は

よ

う

ご

ざ

い

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

ご

着

席

く

だ

さ

い

。

 

 
 

 
 

 

本

日

の

欠

席

議

員

は

お

り

ま

せ

ん

。

 

 
 

 
 

 

た

だ

い

ま

の

出

席

議

員

数

は

十

二

名

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

定

足

数

に

達

し

て

お

り

ま

す

の

で

、

定

例

会

は

成

立

い

た

し

ま

し

た

。

 

 
 

 
 

 

た

だ

い

ま

か

ら

平

成

二

十

四

年

第

三

回

六

戸

町

議

会

定

例

会

を

開

会

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

直

ち

に

本

日

の

会

議

を

開

き

ま

す

。

 

 

開

議

（

午

前

十

時

一

分

）

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

本

日

の

議

事

日

程

は

お

手

元

に

配

付

の

と

お

り

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

日

程

第

一

 

会

議

録

署

名

議

員

の

指

名

を

行

い

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

本

定

例

会

の

会

議

録

署

名

議

員

は

、

六

戸

町

議

会

会

議

規

則

第

百

十

七

条

の

規

定

に

よ

り

、

議

長

に

お

い

て

十

番

、

山

本

実

君

、

十

一

番

、

金

崎

盛

三

君

の

両

名

を

指

名

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

次

に

、

日

程

第

二

 

会

期

の

決

定

を

議

題

と

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

会

期

決

定

前

に

、

議

会

運

営

委

員

会

委

員

長

の

報

告

を

求

め

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

十

一

番

、

金

崎

君

。
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議

会

運

営

委

員

長

（

金

崎

盛

三

君

）

 

 
 

 
 

 

お

は

よ

う

ご

ざ

い

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

議

会

運

営

委

員

会

か

ら

報

告

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

去

る

五

月

十

七

日

告

示

と

な

り

、

本

日

招

集

さ

れ

ま

し

た

平

成

二

十

四

年

第

三

回

六

戸

町

議

会

定

例

会

の

会

期

等

に

関

し

て

、

去

る

六

月

四

日

午

前

十

時

よ

り

議

会

運

営

委

員

会

を

開

催

し

審

議

し

た

結

果

、

本

定

例

会

の

会

期

は

別

紙

会

期

日

程

案

の

と

お

り

、

本

日

六

月

八

日

か

ら

六

月

十

二

日

ま

で

の

五

日

間

と

す

る

こ

と

に

決

定

い

た

し

ま

し

た

の

で

、

議

員

各

位

に

は

当

委

員

会

の

決

定

に

ご

賛

同

く

だ

さ

る

よ

う

お

願

い

を

申

し

上

げ

て

報

告

と

い

た

し

ま

す

。

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

議

会

運

営

委

員

会

委

員

長

の

報

告

が

終

わ

り

ま

し

た

。

 

 
 

 
 

 

お

諮

り

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

本

定

例

会

の

会

期

は

、

委

員

長

報

告

の

と

お

り

本

日

よ

り

六

月

十

二

日

ま

で

の

五

日

間

と

い

た

し

た

い

と

思

い

ま

す

が

、

こ

れ

に

ご

異

議

あ

り

ま

せ

ん

か

。

 

 

（

「

異

議

な

し

」

の

声

あ

り

）

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

ご

異

議

な

し

と

認

め

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

よ

っ

て

、

本

定

例

会

の

会

期

は

本

日

六

月

八

日

よ

り

六

月

十

二

日

ま

で

の

五

日

間

と

決

定

い

た

し

ま

し

た

。

 

 
 

 
 

 

次

に

、

日

程

第

三

 

諸

報

告

を

行

い

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

地

方

自

治

法

第

百

二

十

一

条

の

規

定

に

よ

り

出

席

要

求

し

た

者

及

び

委

任

に

よ

る

出

席

者

の

氏

名

に

つ

い

て

は

、

お

手

元

に

配

付

し

て

あ

り

ま

す

出

席

者

名

簿

の

と

お

り

で

あ

り

ま

す

。
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次

に

、

町

の

監

査

委

員

か

ら

、

例

月

出

納

検

査

の

結

果

報

告

書

が

提

出

さ

れ

て

お

り

ま

す

の

で

報

告

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

な

お

、

お

手

元

に

配

付

し

て

あ

り

ま

す

例

月

出

納

検

査

結

果

報

告

書

は

、

平

成

二

十

四

年

二

月

分

か

ら

平

成

二

十

四

年

四

月

分

ま

で

の

三

カ

月

分

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

い

ず

れ

も

計

数

的

に

誤

り

が

な

い

と

報

告

さ

れ

て

お

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

次

に

、

議

長

並

び

に

議

会

関

係

活

動

報

告

に

つ

い

て

は

、

お

手

元

に

配

付

の

と

お

り

で

あ

り

ま

す

。

別

紙

の

活

動

報

告

書

に

よ

り

報

告

に

か

え

さ

せ

て

い

た

だ

き

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

次

に

、

日

程

第

四
 

産

業

民

生

常

任

委

員

会

付

託

案

件

の

委

員

長

報

告

及

び

採

決

を

議

題

と

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

平

成

二

十

四

年

第

二

回

六

戸

町

議

会

定

例

会

に

お

い

て

、

産

業

民

生

常

任

委

員

会

に

付

託

し

て

あ

り

ま

し

た

陳

情

一

件

に

つ

い

て

、

産

業

民

生

常

任

委

員

会

委

員

長

よ

り

審

査

の

終

了

に

伴

い

請

願

等

審

査

報

告

書

が

提

出

さ

れ

て

お

り

ま

す

の

で

、

こ

こ

で

産

業

民

生

常

任

委

員

会

委

員

長

の

報

告

を

求

め

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

六

番

、

川

村

君

。

 

 

産

業

民

生

常

任

委

員

長

（

川

村

重

光

君

）

 

 
 

 
 

 

お

は

よ

う

ご

ざ

い

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

産

業

民

生

常

任

委

員

会

付

託

案

件

の

委

員

長

報

告

を

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

平

成

二

十

四

年

第

二

回

六

戸

町

議

会

定

例

会

に

お

い

て

当

委

員

会

に

付

託

さ

れ

ま

し

た

「

こ

こ

ろ

の

健

康

を

守

り

推

進

す

る

基

本

法

」

（

仮

称

）

の

制

定

を

求

め

る

意

見

書

の

提

出

に

つ

い

て

の

陳

情

書

の

取

り

扱

い

に

つ

い

て

、

去

る

平

成

二

十

四

年

四

月

十

三

日

に

委

員

会

を

開

催

し

慎

重

に

審

査

し

た

結

果

、

採

択

と

決

定

い

た

し

ま

し

た

の

で

ご

報

告

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

な

お

、

議

長

あ

て

に

請

願

等

審

査

報

告

書

を

提

出

し

て

お

り

ま

す

の

で

、

念

の

た

め

申

し

添

え

て

お

き

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

以

上

を

も

っ

て

委

員

長

報

告

と

い

た

し

ま

す

。

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）
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委

員

長

の

報

告

が

終

わ

り

ま

し

た

。

 

 
 

 
 

 

お

諮

り

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

質

疑

及

び

討

論

を

省

略

す

る

こ

と

に

ご

異

議

あ

り

ま

せ

ん

か

。

 

 

（

「

異

議

な

し

」

の

声

あ

り

）

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）
 

 
 

 
 

 

ご

異

議

な

し

と

認

め

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

よ

っ

て

、

質

疑

及

び

討

論

を

省

略

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

こ

れ

よ

り

、

陳

情

一

件

に

つ

い

て

採

決

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

お

諮

り

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

た

だ

い

ま

の

産

業

民

生

常

任

委

員

会

委

員

長

の

報

告

は

採

択

で

あ

り

ま

す

。

委

員

長

報

告

の

と

お

り

決

す

る

こ

と

に

ご

異

議

あ

り

ま

せ

ん

か

。

 

 

（

「

異

議

な

し

」

の

声

あ

り

）

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

ご

異

議

な

し

と

認

め

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

よ

っ

て

、

「

こ

こ

ろ

の

健

康

を

守

り

推

進

す

る

基

本

法

」

（

仮

称

）

の

制

定

を

求

め

る

意

見

書

の

提

出

に

つ

い

て

の

陳

情

は

、

採

択

と

決

定

い

た

し

ま

し

た

。

 

 
 

 
 

 

次

に

、

日

程

第

五

 

提

出

議

案

の

一

括

上

程

を

議

題

と

い

た

し

ま

す

。
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本

定

例

会

に

町

長

よ

り

提

出

さ

れ

ま

し

た

議

案

は

、

報

告

第

一

号

か

ら

報

告

第

十

一

号

ま

で

、

議

案

第

二

十

七

号

か

ら

議

案

第

三

十

五

号

ま

で

の

計

二

十

件

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

こ

れ

を

一

括

上

程

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

町

長

よ

り

提

案

理

由

の

説

明

を

求

め

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

町

長

。

 

 

町

 
 

長

（

吉

田

 

豊

君

）

 

 
 

 
 

 

皆

様

、

改

め

ま

し

て

お

は

よ

う

ご

ざ

い

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

そ

れ

で

は

、

早

速

で

ご

ざ

い

ま

す

が

、

提

案

理

由

説

明

を

申

し

述

べ

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

平

成

二

十

四

年

第

三

回

六

戸

町

議

会

定

例

会

を

招

集

い

た

し

ま

し

た

と

こ

ろ

、

議

員

各

位

に

お

か

れ

ま

し

て

は

、

公

私

と

も

に

ご

多

用

の

と

こ

ろ

ご

出

席

を

い

た

だ

き

心

か

ら

お

礼

を

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

本

定

例

会

は

、

報

告

十

一

件

、

議

案

九

件

の

計

二

十

件

を

提

出

し

、

ご

審

議

を

お

願

い

い

た

し

ま

す

が

、

開

会

に

当

た

り

町

の

現

況

等

に

つ

い

て

申

し

述

べ

さ

せ

て

い

た

だ

き

た

い

と

存

じ

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

ま

ず

、

基

幹

産

業

で

あ

り

ま

す

農

作

物

の

作

柄

に

つ

き

ま

し

て

、

水

稲

・

野

菜

の

生

育

は

残

雪

と

雨

に

よ

り

作

業

が

お

く

れ

て

お

り

ま

し

た

が

、

そ

の

後

の

好

天

に

よ

り

持

ち

直

し

、

現

在

は

や

や

生

育

は

お

く

れ

て

い

る

も

の

の

お

お

む

ね

順

調

に

推

移

し

て

お

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

ま

た

、

ニ

ン

ジ

ン

の

高

温

障

害

に

よ

る

欠

株

や

ニ

ン

ニ

ク

の

春

腐

れ

・

黄

斑

病

が

一

部

の

圃

場

で

見

ら

れ

、

収

量

も

天

候

不

順

に

よ

り

小

玉

傾

向

と

な

り

減

収

が

予

想

さ

れ

て

お

り

ま

す

。

今

後

は

、

好

天

と

堅

調

な

価

格

推

移

を

期

待

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

町

の

行

事

で

あ

り

ま

す

が

、

七

月

十

二

日

か

ら

全

国

高

校

野

球

選

手

権

青

森

大

会

が

開

催

さ

れ

ま

す

。

ま

た

、

本

日

六

戸

町

町

長

杯

で

グ

ラ

ウ

ン

ド

ゴ

ル

フ

の

交

歓

大

会

が

五

百

四

十

七

名

の

参

加

で

も

っ

て

総

合

運

動

公

園

で

行

わ

れ

て

お

り

ま

す

が

、

七

月

二

十

六

日

に

は

青

森

県

グ

ラ

ウ

ン

ド

ゴ

ル

フ

協

会

の

創

立

二

十

周

年

記

念

大

会

が

総

合

運

動

公

園

で

多

数

の

参

加

で

も

っ

て

開

催

さ

れ

る

と

い

う

予

定

に

な

っ

て

お

り

ま

す

。

ま

た

、

サ

マ

ー

フ

ェ

ス

テ

ィ

バ

ル

、

町

民

運

動

会

、

成

人

式

等

各

種

行

事

を

計

画

し

て

お

り

ま

す

の

で

、

議

員

各

位

の

ご

理

解

と

ご

支

援

を

お

願

い

申

し

上

げ

る

次

第

で

ご

ざ

い

ま

す

。
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ま

た

、

四

月

以

降

に

判

明

い

た

し

ま

し

た

後

期

高

齢

者

医

療

に

関

す

る

保

険

料

額

決

定

通

知

書

及

び

納

入

通

知

書

の

未

送

付

の

件

や

、

後

期

高

齢

者

保

険

料

の

還

付

未

処

理

の

件

に

つ

き

ま

し

て

は

、

い

ず

れ

も

町

の

事

務

処

理

ミ

ス

に

起

因

す

る

不

始

末

で

あ

り

、

町

民

の

皆

様

方

、

と

り

わ

け

対

象

納

税

者

及

び

還

付

対

象

者

の

皆

様

方

に

は

多

大

な

ご

迷

惑

と

ご

心

配

を

お

か

け

し

て

い

る

こ

と

に

対

し

ま

し

て

、

深

く

こ

の

場

よ

り

お

わ

び

を

申

し

上

げ

る

次

第

で

ご

ざ

い

ま

す

。

今

後

は

同

様

な

ミ

ス

が

生

じ

な

い

よ

う

、

チ

ェ

ッ

ク

体

制

を

整

え

、

信

頼

回

復

に

努

め

て

ま

い

り

た

い

と

存

じ

ま

す

の

で

、

議

員

の

皆

様

に

も

ご

理

解

、

ご

協

力

の

ほ

ど

よ

ろ

し

く

お

願

い

申

し

上

げ

た

い

と

存

じ

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

そ

れ

で

は

、

今

議

会

定

例

会

に

提

案

い

た

し

ま

し

た

報

告

・

議

案

に

つ

い

て

、

そ

の

概

要

を

ご

説

明

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

報

告

第

一

号

、

第

二

号

で

ご

ざ

い

ま

す

が

、

専

決

処

分

の

報

告

に

つ

い

て

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

こ

れ

は

、

公

用

車

の

交

通

事

故

と

、

町

道

を

走

行

し

て

い

た

車

が

穴

ぼ

こ

に

落

ち

て

損

傷

し

た

こ

と

に

よ

り

生

じ

た

事

故

の

損

害

賠

償

事

故

の

額

に

つ

い

て

、

専

決

第

一

号

及

び

第

九

号

に

よ

り

専

決

処

分

を

行

っ

た

の

で

報

告

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

報

告

第

三

号

 

六

戸

町

税

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

、

報

告

第

四

号

 

六

戸

町

国

民

健

康

保

険

税

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

平

成

二

十

四

年

三

月

三

十

一

日

付

、

専

決

第

七

号

及

び

第

八

号

を

も

っ

て

専

決

処

分

し

た

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

両

条

例

は

、

地

方

税

法

等

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

が

公

布

さ

れ

た

こ

と

に

伴

い

、

課

税

事

務

に

支

障

を

来

さ

な

い

よ

う

措

置

す

る

た

め

に

一

部

改

正

す

る

も

の

で

あ

り

、

こ

れ

を

報

告

し

承

認

を

求

め

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

報

告

第

五

号

 

六

戸

町

営

住

宅

管

理

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

平

成

二

十

四

年

三

月

三

十

一

日

付

、

専

決

第

十

号

を

も

っ

て

専

決

処

分

し

た

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

本

条

例

は

、

公

営

住

宅

法

の

改

正

に

伴

い

一

部

改

正

す

る

も

の

で

あ

り

、

こ

れ

を

報

告

し

承

認

を

求

め

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

報

告

第

六

号

 

平

成

二

十

三

年

度

六

戸

町

一

般

会

計

補

正

予

算

（

第

六

号

）

を

専

決

処

分

し

た

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

そ

の

内

容

は

、

既

定

の

歳

入

歳

出

予

算

の

総

額

に

二

百

四

十

七

万

四

千

円

を

追

加

し

、

歳

入

歳

出

の

総

額

を

そ

れ

ぞ

れ

四

十

九

億

三

千

七

百

三

十

九

万

四

千

円

と

し

た

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

報

告

第

七

号

 

平

成

二

十

三

年

度

六

戸

町

国

民

健

康

保

険

事

業

特

別

会

計

補

正

予

算

（

第

三

号

）

を

専

決

処

分

し

た

も

の

で

あ

り

ま

す

。
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そ

の

内

容

は

、

既

定

の

歳

入

歳

出

予

算

の

総

額

か

ら

六

千

三

百

七

十

九

万

八

千

円

を

減

額

し

、

歳

入

歳

出

の

総

額

を

そ

れ

ぞ

れ

十

二

億

九

千

百

三

十

九

万

一

千

円

と

し

た

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

報

告

第

八

号

 

平

成

二

十

三

年

度

六

戸

町

介

護

保

険

事

業

特

別

会

計

補

正

予

算

（

第

四

号

）

を

専

決

処

分

し

た

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

そ

の

内

容

は

、

既

定

の

歳

入

歳

出

予

算

の

総

額

か

ら

二

百

三

十

二

万

九

千

円

を

減

額

し

、

歳

入

歳

出

の

総

額

を

そ

れ

ぞ

れ

十

一

億

九

千

四

百

七

十

八

万

二

千

円

と

し

た

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

報

告

第

九

号
 

平

成

二

十

三

年

度

六

戸

町

後

期

高

齢

者

医

療

特

別

会

計

補

正

予

算

（

第

二

号

）

を

専

決

処

分

し

た

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

そ

の

内

容

は

、

既

定

の

歳

入

歳

出

予

算

の

総

額

か

ら

五

十

七

万

二

千

円

を

減

額

し

、

歳

入

歳

出

の

総

額

を

そ

れ

ぞ

れ

九

千

七

百

三

十

九

万

円

と

し

た

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

報

告

第

十

号

 

平

成

二

十

三

年

度

六

戸

町

霊

園

事

業

特

別

会

計

補

正

予

算

（

第

一

号

）

を

専

決

処

分

し

た

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

そ

の

内

容

は

、

既

定

の

歳

入

予

算

の

中

で

財

源

調

整

し

た

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

報

告

第

十

一

号

 

繰

越

明

許

費

繰

越

計

算

書

に

つ

い

て

報

告

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

こ

れ

に

つ

き

ま

し

て

は

、

三

月

定

例

議

会

に

お

い

て

繰

越

明

許

費

の

議

決

を

い

た

だ

き

ま

し

た

繰

越

事

業

に

つ

い

て

、

平

成

二

十

四

年

度

へ

繰

り

越

し

し

た

の

で

、

繰

り

越

し

計

算

書

を

調

製

し

、

報

告

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

議

案

で

ご

ざ

い

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

議

案

第

二

十

七

号

 

青

森

県

新

産

業

都

市

建

設

事

業

団

に

委

託

す

べ

き

事

業

に

関

す

る

計

画

の

一

部

変

更

に

係

る

協

議

に

つ

い

て

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

本

案

は

、

青

森

県

新

産

業

都

市

建

設

事

業

団

に

委

託

し

て

い

る

事

業

計

画

の

一

部

変

更

に

つ

い

て

、

青

森

県

及

び

関

係

市

町

と

協

議

す

る

必

要

が

生

じ

た

の

で

、

議

会

の

議

決

を

要

す

る

た

め

提

案

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

議

案

第

二

十

八

号

 

六

戸

町

議

会

の

議

決

す

べ

き

事

件

を

定

め

る

条

例

案

に

つ

い

て

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

本

条

例

案

は

、

十

和

田

市

及

び

三

沢

市

を

共

同

中

心

地

と

し

て

定

住

自

立

圏

を

形

成

す

る

た

め

の

協

定

の

締

結

ま

た

は

変

更

等

に

あ

っ

て

は

、

定

住

自

立

圏

構

想

推

進

要

綱

に

お

い

て

議

会

の

議

決

を

得

る

こ

と

が

定

め

ら

れ

て

い

る

た

め

、

地

方

自

治

法

の

規

定

に

基

づ

き

条

例

を

制

定

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。
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議

案

第

二

十

九

号

 

六

戸

町

印

鑑

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

案

に

つ

い

て

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

本

条

例

案

は

、

住

民

基

本

台

帳

法

の

改

正

に

伴

い

、

一

部

を

改

正

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

議

案

第

三

十

号

 

六

戸

町

ひ

と

り

親

家

庭

等

医

療

費

給

付

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

案

に

つ

い

て

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

本

条

例

案

は

、

青

森

県

ひ

と

り

親

家

庭

等

医

療

費

助

成

事

業

実

施

要

綱

の

改

正

に

伴

い

、

一

部

改

正

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

議

案

第

三

十

一

号

 

六

戸

町

乳

幼

児

医

療

費

給

付

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

案

に

つ

い

て

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

本

条

例

案

は

、

青

森

県

乳

幼

児

は

つ

ら

つ

育

成

事

業

実

施

要

綱

の

改

正

に

伴

い

、

一

部

改

正

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

議

案

第

三

十

二

号
 

平

成

二

十

四

年

度

六

戸

町

一

般

会

計

補

正

予

算

（

第

一

号

）

に

つ

い

て

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

今

回

の

補

正

は

、

既

定

の

歳

入

歳

出

予

算

の

総

額

に

六

百

五

十

八

万

五

千

円

を

追

加

し

、

補

正

後

の

予

算

総

額

を

歳

入

歳

出

そ

れ

ぞ

れ

四

十

五

億

二

千

九

百

五

十

八

万

五

千

円

と

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

議

案

第

三

十

三

号

 

平

成

二

十

四

年

度

六

戸

町

後

期

高

齢

者

医

療

特

別

会

計

補

正

予

算

（

第

一

号

）

に

つ

い

て

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

今

回

の

補

正

は

、

先

般

の

議

員

全

員

協

議

会

で

ご

説

明

申

し

上

げ

ま

し

た

後

期

高

齢

者

医

療

費

の

還

付

に

か

か

わ

る

費

用

を

計

上

し

、

既

定

の

歳

入

歳

出

予

算

の

総

額

に

二

十

六

万

円

を

追

加

し

、

補

正

後

の

予

算

総

額

を

歳

入

歳

出

そ

れ

ぞ

れ

一

億

四

百

四

万

五

千

円

と

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

議

案

第

三

十

四

号

 

財

産

の

取

得

に

つ

い

て

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

こ

れ

に

つ

き

ま

し

て

は

、

Ｃ

Ｔ

断

層

撮

影

装

置

の

購

入

に

つ

い

て

、

購

入

契

約

を

締

結

す

る

た

め

提

案

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

議

案

第

三

十

五

号

 

固

定

資

産

評

価

審

査

委

員

会

委

員

の

選

任

に

つ

い

て

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

固

定

資

産

評

価

審

査

委

員

会

委

員

高

田

秀

夫

氏

が

平

成

二

十

四

年

七

月

二

十

八

日

を

も

っ

て

任

期

満

了

す

る

こ

と

に

伴

い

、

同

氏

を

再

任

い

た

し

た

く

、

同

意

を

求

め

る

た

め

提

案

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

以

上

、

簡

単

で

恐

縮

で

は

ご

ざ

い

ま

す

が

、

本

定

例

会

に

提

案

い

た

し

ま

し

た

報

告

十

一

件

、

議

案

九

件

に

つ

い

て

ご

説

明

申

し

上

げ

ま

し

た

が

、

詳

細

に

つ

き

ま

し

て

は

担

当

課

長

か

ら

ご

説

明

申

し

上

げ

ま

す

の

で

、

よ

ろ

し

く

ご

審

議

を

い

た

だ

き

、

満

場

の

ご

承

認

、

ご

決

議

を

賜

り

ま

す

よ

う

よ

ろ

し

く

お

願

い

申

し

上

げ

ま

し

て

提

案

理

由

の

説

明

と

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

あ

り

が

と

う

ご

ざ

い

ま

し

た

。
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議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

町

長

の

提

案

理

由

の

説

明

が

終

わ

り

ま

し

た

。

 

 
 

 
 

 

そ

の

ほ

か

に

、

議

員

提

出

議

案

第

二

号

に

つ

い

て

は

、

本

会

議

最

終

日

に

審

議

し

て

い

た

だ

く

こ

と

に

し

て

お

り

ま

す

の

で

、

ご

了

解

を

お

願

い

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

こ

れ

を

も

ち

ま

し

て

、

本

日

の

議

事

日

程

は

全

部

終

了

い

た

し

ま

し

た

。

 

 
 

 
 

 

次

の

本

会

議

を

六

月

十

一

日

午

前

十

時

よ

り

本

議

事

堂

に

お

い

て

再

開

い

た

し

ま

す

の

で

、

本

席

よ

り

告

知

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

本

日

は

こ

れ

に

て

散

会

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

ご

苦

労

さ

ま

で

し

た

。

 

 

散

会

（

午

前

十

時

十

九

分

）

 


